
 

【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和１年12月２日

【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　松下　隆史

【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号

【事務連絡者氏名】 植松　克彦

【電話番号】 03-5405-0784

【届出の対象とした募集内国投資信託

受益証券に係るファンドの名称】

米国リート・アルファ・カルテット（毎月分配型）

 

【届出の対象とした募集内国投資信託

受益証券の金額】

１兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年10月４日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、信託を終了（繰上償還）する

こととなったことに伴う訂正事項がありますので、本訂正届出書を提出するものであります。

 

２【訂正個所および訂正事項】

EDINET提出書類

三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

2/5



第一部【証券情報】

下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(７)申込期間

2019年10月５日から2020年７月２日
※
までです。

※繰上償還することとなった場合、申込期間は2019年12月２日までとします。

 

＜繰上償還について＞

当ファンドは、2019年12月４日をもって信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）する予定で

す。

この繰上償還は、2019年10月８日現在の受益者による書面決議によるものとします。

2019年11月７日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の

２以上に当たる多数をもって可決された場合、2019年12月４日をもって繰上償還を行います。

なお、2019年10月５日以降に、当ファンドの購入申込みをされることにより取得された受益権につ

いては、議決権はございません。

当ファンドの購入申込みの際には、上記の繰上償還手続きの内容をご理解のうえ、お申込みくださ

い。

 

(８)申込取扱場所

（以下略）

 

＜訂正後＞

(７)申込期間

2019年10月５日から2019年12月２日
※
までです。

※当ファンドは、2019年12月４日をもって信託を終了（繰上償還）いたします。

 

(８)申込取扱場所

（以下略）
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】
１　ファンドの性格
下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(２)ファンドの沿革

　2015年７月７日　信託契約締結

2015年７月７日　当ファンドの設定・運用開始

2019年４月１日　ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ

Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継

 

(３)ファンドの仕組み

（以下略）

 

＜訂正後＞

(２)ファンドの沿革

　2015年７月７日　信託契約締結

2015年７月７日　当ファンドの設定・運用開始

2019年４月１日　ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ

Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継

2019年12月４日　当ファンドの信託の終了（予定）

 

(３)ファンドの仕組み

（以下略）
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第２【管理及び運営】

３　資産管理等の概要

下線部は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

(３)信託期間

当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日（2015年７月７日）から2020年７月６日
※
まで（５年）

とします。

なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときには、受託会社と協議

のうえ、信託期間を延長することができます。

ただし、後記「（５）その他　①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終

了させることがあります。

※繰上償還することとなった場合、信託期間は2019年12月４日までとします。

 

＜繰上償還について＞

当ファンドは、2019年12月４日をもって信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）する予定です。

この繰上償還は、2019年10月８日現在の受益者による書面決議によるものとします。

2019年11月７日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２

以上に当たる多数をもって可決された場合、2019年12月４日をもって繰上償還を行います。

なお、2019年10月５日以降に、当ファンドの購入申込みをされることにより取得された受益権につい

ては、議決権はございません。

当ファンドの購入申込みの際には、上記の繰上償還手続きの内容をご理解のうえ、お申込みくださ

い。

 

(４)計算期間

（以下略）

 

＜訂正後＞

(３)信託期間

当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日（2015年７月７日）から2019年12月４日
※
までとしま

す。

なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときには、受託会社と協議

のうえ、信託期間を延長することができます。

ただし、後記「（５）その他　①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終

了させることがあります。

※当ファンドの信託期間は2020年７月６日まででしたが、信託を終了（繰上償還）することとなったた

め、信託期間は2019年12月４日までとなりました。

 

(４)計算期間

（以下略）

 

以上
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